
⽕災予防分野の各種⼿続における電⼦申請等の導⼊

〇 防⽕管理者選任届や防⽕対象物点検報告など、各消防本部に対する⽕災予防分野の各種⼿続について、市町村共通の電
⼦申請基盤であるマイナポータル・ぴったりサービスを活⽤した電⼦申請等の導⼊を促進する。
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① 事業者はパソコンやスマートフォンか
らマイナポータル・ぴったりサービスにア
クセスし、⼿続を選択、ぴったりサービ
スの⼊⼒フォームに必要事項を⼊⼒
し、必要に応じて資料等を添付する。

② 各消防本部は、マイナポー
タル申請管理にアクセスし、申
請データをダウンロードする。

③ 各消防本部は、受け取った申請データの内容
を審査する。内容に不備がある場合は各消防
本部から事業者に対し、再送をメールで依頼し、
不備がない場合は各消防本部の予防業務シス
テムで確定処理を⾏い、事業者へ完了メールを
送信する。
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